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I N D E X

令和7年11月1日No.225 今回の表紙
　９月定例会において、三の倉市民の里に関して、「多治
見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例を廃止
するについて」、「財産の無償譲渡について」および「財
産の無償貸付けについて」の３議案が上程されました。
　これまで、三の倉市民の里は、市の指定管理により運
営されてきましたが、公の施設を廃止し、一般社団法人
フォーレサンノクラが今後運営をしていくために、建物
の無償譲渡など行うものです。本議案については、本会
議や委員会の場で多くの質疑がありました。なお、９月
29日の本会議にて議案が可決されました。令和８年度以
降は同社が運営していくことになります。

市民の声を形に

題字は、多治見市観光大使　杉浦誠司さんのめっせー字です！


